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これまでの利用環境ＷＧ
における議論の概要

事務局

平成１６年５月１８日



利用環境ＷＧの検討スケジュール（案）

第１回 ＷＧ

①・ユビキタスネット社

会の光と影

・利用環境WGの検

討課題（案）

②構成員プレゼン

第１回 ＷＧ

①・ユビキタスネット社

会の光と影

・利用環境WGの検

討課題（案）

②構成員プレゼン

平成１６年
３月１日

１６：３０～１８：００
４月９日

１６：００－１８：００

５月１４日
１６：００－１８：００

６月４日
１４：００－１６：００

第２回総会

６月１８日
９：００－１１：００

９月上旬

第２回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（１）

②ネットワーク利用者の

権利や責務の整理

③構成員プレゼン

第２回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（１）

②ネットワーク利用者の

権利や責務の整理

③構成員プレゼン

第３回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（２）

②ユビキタスネット社会

における憲章・骨子素
案について

③構成員プレゼン

第３回 ＷＧ

①ＩＴの影の部分への対

応策の現状（２）

②ユビキタスネット社会

における憲章・骨子素
案について

③構成員プレゼン

第５回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章の議論
（１）

②優先的に取組むべき
政策課題・項目の精査
（１）

③その他

第５回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章の議論
（１）

②優先的に取組むべき
政策課題・項目の精査
（１）

③その他

第３回総会

平成１６年

１２月

全体の最終
報告案決定

第１回総会

懇談会立ち上げ 全体の中間
報告案決定

１０月上旬 １１月上旬 １２月上旬

第７回 ＷＧ

利用環境ＷＧの最終報
告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章の提示

②優先的に取組むべき
政策課題・課題と必
要な対応策の提案

第７回 ＷＧ

利用環境ＷＧの最終報
告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章の提示

②優先的に取組むべき
政策課題・課題と必
要な対応策の提案

第６回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章の議論
（２）

②優先的に取組むべき
政策課題・項目の精
査（２）

③その他

第６回 ＷＧ

①ユビキタスネット社会
における憲章の議論
（２）

②優先的に取組むべき
政策課題・項目の精
査（２）

③その他

総
会
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用
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境
ｗ
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第４回 ＷＧ

利用環境ＷＧ中間
報告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章の必要
性・必要項目を指摘

②優先的に取り組むべ
き課題・項目の提示

第４回 ＷＧ

利用環境ＷＧ中間
報告素案の議論

①ユビキタスネット社会
における憲章の必要
性・必要項目を指摘

②優先的に取り組むべ
き課題・項目の提示

抽
出

抽
出

第８回 ＷＧ

利用環境ＷＧ
最終報告案の
取りまとめ

①憲章の提示
②政策提言

第８回 ＷＧ

利用環境ＷＧ
最終報告案の
取りまとめ

①憲章の提示
②政策提言



優先して取り組むべき項目（整理例）

海賊版など海外における
知的財産権の侵害

ネット告発の問題、ネットによる
風評被害の問題

ネットカジノへの対応

迷惑メールへの対応、チェインメール
の扱い、国際間迷惑メール

サイバーテロへの対応

電子商取引の利用者の
知識や経験の不足

撮影ルールの不在

有害サイトの問題

無線インターネットの
セキュリティの問題

電子タグの使用に関する
個人情報の取り扱い

ウェブサイトを利用した顧客情報
の取得や管理

位置情報の取り扱い
ルールの不在

個人情報の流出

コンピュータウィルスへの対応

不正アクセスへの対応

広告のあり方

非ＰＣ機器のセキュリティ

年齢確認手段の不在

送信・受信時刻に関する
詐術の問題

対応の充実度

社
会
的
影
響
の
大
き
さ



「ユビキタスネット社会における憲章」骨子素案 

（討議用ペーパー） 
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憲章とは｢国家や団体が理想として定めた大切な原則｣（三省堂国語辞典）。来るべき２０１０年

ユビキタスネット社会を前に、利用環境を整備するための原則を例えば憲章としてまとめ、提言

てはどうか。さらには、本懇談会でとりまとめる憲章を、政府全体のレベルに、さらには国際機
等の世界レベルに向けて発信していくことを検討してはどうか。 

 文 

 ＩＣＴの可能性を、ユビキタスネット社会の実現に役立てていくこと 

 ユビキタスネット社会に参画することから得られる権利や利益を、全ての利用

者・供給者が享受できるものであること 

 ユビキタスネット社会に参画するための役割や責任を、全ての利用者・供給者が

十分に認識しておくものであること 

由で多様な情報流通 

．情報の受発信に関する権利 

）いつでもどこでも誰でも自由にネットワークにアクセスできる権利 

）公的情報に自由にアクセスできる権利 

）情報を自由に発信し、表現することのできる権利 

）自己の情報をコントロールする権利 

．情報内容の多様性 

）コンテンツの多様性の確保 

）文化や言語による多様なアクセスの確保 

）自由に共有・利用できるコンテンツやソフトウエアの蓄積 

）公的情報の公開の促進 

．電子商取引 

）自由かつ広範な電子商取引の促進 

）リアルな世界と同様に不自由なく電子商取引を行う機会の確保 

．情報リテラシー 

）情報教育や能力開発の機会の確保 

）青少年や高齢者、障害者等の社会参画への支援 

）高度な知識や操作を要さず簡単に機器やサービスを利用できる機会の確保 

）一般に分かりやすい言葉や表現の利用の促進 



 

安全で安心な情報流通 

 

１．プライバシー 

１）個人情報の保護（個人情報、肖像権、プライバシー権など） 

２）監視からの自由 

３）通信の秘密 

 

２．情報セキュリティ 

１）不適切なネットワーク利用の回避（ウィルス、迷惑メールなど） 

２）安全なネットワークの構築・維持 

３）サイバー社会の安定確保に関する行政や社会の責務 

 

３．知的財産権 

１）知的財産権侵害（著作物の改ざん、不正複製、不正頒布等）の回避 

２）違法なファイル交換の回避 

 

４．情報倫理 

１）違法・有害コンテンツを発信することの回避 

２）違法・有害コンテンツを媒介することの回避 

３）法令や倫理に違反しない電子商取引を行うための責務 

４）情報倫理を確立するための行政や社会の責務 

 

 

豊かな未来社会の構築 

 

１．サイバー社会への対応 

１）サイバー社会に対応した法制度の整備 

２）新しい技術やサービスを提供し、享受できることの確保 

３）社会常識を逸脱した技術やサービスの利用の回避 

４）新たな社会ルールの形成や普及啓蒙に関する行政や社会の責務 

５）循環型社会への配慮（リサイクル、省エネルギー、人体への影響など） 

 

２．地域的・国際的な協調体制 

１）地域社会や国際社会における協調体制の確立 

２）政府、民間、大学、市民社会等全ての関係者の協力の確保 

３）政策立案への多様な主体の参加の促進 
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